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項目 ６：自然現象に対する考慮（その他） 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
ｺﾒﾝﾄ 

委員 

6-5 

あらゆる自然災害につ
いてよく検討する必要
があるが、台風について
はどのように考えてい
るのか。台風について
は、新規制基準で規定さ
れていないのか。 

四

電 

新規制基準においては、風による影響を設計上考慮している。竜巻による風速 100m/s の風
に対して、風荷重や気圧差による荷重といったものを考慮しても設備の健全性が維持され
ることを確認しており、大型台風による風もこの設計の中で考慮できていると考えている。
発電所構内の降雨水は、構内排水路で集水し海域へ排出を行う設計としている。降水に関
連して発生する可能性がある自然現象としては、土砂崩れ及び土石流が考えられるが、土
砂崩れについては、発電所敷地内には急傾斜地崩壊危険箇所はなく、土石流については、
発電所敷地内の被害のおそれのある地域には重要安全施設はない。また、原子炉建屋周辺
は堅硬な岩盤であり、洗掘や崩落はない。 

H27 

4/21 
奈良

林 

H27 

7/22 

H27 

4/21 
森 
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項目 ７：シビアアクシデント対策 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
ｺﾒﾝﾄ 

委員 

7-58 

「重大事故」という用語
は、いわゆるシビアアク
シデントのことか。 国 

「重大事故」という用語は、概ねシビアアクシデントのことである。 
実用炉規則第４条において、重大事故とは「炉心の著しい損傷、核燃料物質貯蔵設備に貯
蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷」と定義されている。 H27 

7/20 
吉川 

7-59 

重大事故解析で、解析結
果の不確かさが各所で
強調されているが、不確
かさには大別して、 
Ａ：現象発生そのものの
不確かさ 
Ｂ：現象をモデル化する
際の不確かさ  
Ｃ：モデルを解析計算す
る際の不確かさ  
の３つがあると思われ
るが、原子力規制委員会
においては、重大事故解
析の評価においては、
Ａ、Ｂ、Ｃのそれぞれに
おける不確かさはどの
ような条件であれば良
しとして事業者の申請
書を審査しているのか。 

国 

Ａについては、シビアアクシデント現象が発生するそのものの不確かさということで、具
体的な例としては、原子炉圧力容器の外の溶融炉心と、冷却材相互作用、特に（FCI）につ
いて、水蒸気爆発が起こる可能性があるか確認をしている。この FCI に関する大規模実験
としては、COTELS、FARO、KROTOS、こういった実験を参照し、大規模実験の条件と、その
実機条件を比較して、実機においては、この水蒸気爆発の発生の可能性が極めて低いとい
うことを確認している。また、JASMINE コードを用いた水蒸気爆発の評価における条件と
実機での条件との相違を踏まえると、実機においては水蒸気爆発の発生の可能性は極めて
低いということを確認している。こうしたことから、FCI で想定される物理現象のうち、
水蒸気爆発は除外可能であるということで確認している。 
 このように実験結果等の知見を活用して、不確かさの考慮について確認しているのがＡ
である。 
 Ｂについては、現象をモデル化する際の不確かさということで、これは解析コードの不
確かさとして、考慮している。Ｃについては、解析条件の不確かとして考慮している。 
 これら解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間
に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に
与える影響を確認し、それらの影響を踏まえても措置の実現性に問題がなく、評価項目を
満足することを感度解析等により確認している。加えて、操作時間の余裕についても確認
している。 

H27 

7/20 
吉川 
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7-60 

シビアアクシデント解
析では、原子炉燃料の破
損を前提とする限り、原
子炉冷却材バウンダリ
内での破損燃料からの
放射性物質の拡散移流
や沈着が生じるが、こう
いった評価はどのよう
な計算コードで行われ
ているのか。 
（MAAP は、こういった評
価を行っていて、モデル
は実験検証されている
のか。） 

国 

解析コード MAAP は、炉心損傷後の原子炉容器における一次系内の核分裂生成物の挙動を扱
えるということを審査の中で確認している。しかし、放出量評価においては、原子炉格納
容器内に放出される Cs-137 の量は、炉心損傷に至る事故シーケンスを基にした代表的なソ
ースタームである NUREG-1465 に示された原子炉格納容器内への放出割合に基づき、炉心
全体の内蔵量に対して 75％の割合で原子炉格納容器内に放出されるものとしている。した
がって、放出量の評価については、解析コード（MAAP）を用いるのではなく、米国の
NUREG-1465 の値を使っている。 

H27 

7/20 
吉川 

7-61 

上記（7-60）で原子炉冷
却材バウンダリの各所
の健全性は、どのように
評価されているのか。 

国 

原子炉冷却材圧力バウンダリの各所の健全性については、まず、全交流動力電源が喪失し
た時には、RCP へのシール水の供給が途絶えるため、RCP シール部からの漏えいが起こるこ
とが考えられる。RCP シールの LOCA 量については、シール部の形状、シール部からの漏え
い量の評価値を踏まえると、プラントメーカで提出されているもの、あるいは米国 NRC で
審議されているものがあり、こういった漏えい量の評価を踏まえて、解析条件として適切
に模擬して評価を行った。 
また、一次冷却系が高温高圧の状態になると、原子炉冷却材の圧力バウンダリの中でも、

弱い部分が破損する可能性がある。これは、例えば加圧器サージ管、高温側配管のクリー
プ破損や、蒸気発生器については、高温誘因蒸気発生器伝熱管破損（TISGTR）といったも
のが考えられる。これらを回避するための一次系強制減圧、つまり加圧器逃がし弁を強制
開して減圧するという設備と手順が整備されていることを確認している。したがって、RCP
シール LOCA が起こるかもしれないが、他の原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいを起
こさない対策をとっていることを確認している。 

H27 

7/20 
吉川 
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7-62 

上記（7-60）で原子炉冷
却材バウンダリの健全
性が失われた場合には、
格納容器システム内の
各所に破損燃料からの
放射性物質の拡散移流
や沈着が生じるが、こう
いった評価はどのよう
な計算コードで行われ
ているのか。  
（こういった評価を行
っているコードのモデ
ルは、実験検証されてい
るのか。） 

国 

NUREG-1465(7-60 の回答)に加え、格納容器内に放出された Cs の挙動については、実験な
どから得られた適切なモデルに基づき、格納容器への沈着効果や、スプレイ水による除去
効果を見込んで評価をしている。格納容器内での重力沈降については NUPEC で求めた式を、
スプレイによる除去については、米国のスタンダードレビュープラン（SRP6.5.2）の値を
それぞれ使用している。 

H27 

7/20 
吉川 

7-63 

上記（7-60）で格納容器
システムの各所の破損
燃料からの放射性物質
の格納保持機能が失わ
れた場合は、格納容器施
設から環境への放射性
物質の拡散移流や沈着
が生じるが、こういった
評価はどのような計算
コードで行われている
のか。 
 （こういった評価を行
っているコードのモデ
ルは、実験検証されてい
るのか。） 

国 

重大事故等発生時における放射性物質の放出量評価は、放射性物質による環境への汚染の
視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめる観点から、代表核種として Cs-137
に着目して放出量を確認している。今回の新基準の中の有効性評価の中では、Cs-137 につ
いて原子炉格納容器から環境への放出量評価をしているが、出た後の拡散移流や沈着につ
いては評価をしていない。すなわち、どれだけ環境へ放出するかを判断基準として選んで
いる。格納容器過圧破損において、要求は 100TBq 以下ということに対して、結果としては、
７日間の放出量が約 5.1TBq となることを確認している。 

H27 

7/20 
吉川 
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7-64 

規制委員会の重大事故
の評価審査にあたった
スタッフたちは、PWR プ
ラントのシビアアクシ
デント解析に関する専
門性、すなわち、実験研
究実績や解析実務実績
はどの程度のものか。ま
た、どのような体制で審
査にのぞんだのか。 

国 

原子力規制委員会の事務局である原子力規制庁の組織体制は、もともとは経済産業省の旧
原子力安全・保安院、あるいは文部科学省の原子力規制を担当していた部署等を統合した
ものである。さらに、その後、平成 26 年３月に旧独立行政法人原子力安全基盤機構（JNES）
と統合しており、いわゆる技術支援機関（TSO）を組織の中に取り込んだ組織となっている。
なお、ヨーロッパでは、この TSO と呼ばれるものが、規制機関とは独立した形でサポート
する形になっている。 
旧 JNES ではシビアアクシデントについて、国際的な安全研究への参加、解析コードの改良
などの専門的な研究業務をこれまで行ってきており、今回の新規制基準の審査では、こう
いった知見を有する職員も審査担当に据えている。 
また併せて、原子力規制庁では、審査官の中途採用も行っており、一例として伊方の審査
チームには、PWR のシビアアクシデント解析を行っていた職員が審査官として審査に携わ
っている。 

H27 

7/20 
吉川 

7-65 

基本的には、米 NRC のシ
ビアアクシデント解析
評価手法と推奨されて
いる防止対策を下書き
に、申請者の提出書類の
妥当性を審査している
という理解でよろしい
か。 

国 

有効性評価の解析に用いる解析コードやシビアアクシデント対策（設備、体制及び手順）
については、申請者がプラントに応じ適切なものを選定した上で、新規制基準への適合に
ついて説明するべきものである。原子力規制委員会は、有効性評価等を踏まえ、申請者の
シビアアクシデント対策が妥当であるか審査している。 
（なお、申請者が有効性評価に用いている MAAP コードに対しては、規制庁は代表プラント
について MELCOR により主要な事象進展に対して解析を実施しており、両者に大きな齟齬は
なく同様の傾向であることを確認している。） 

H27 

7/26 
吉川 

7-66 

原子力規制委員会によ
るシビアアクシデント
事象の諸現象面の学術
的解明状況やその解析
評価技術の世界的動向
の総合的理解度を確認
するため、重大事故対策
検討評価での各種不確
定性の存在について、ど
のような根拠で事業者
の申請書を検討し、合格
と判断されたかを科学
的合理的にかつ分かり
やすく簡潔に説明され
たい。 

国 

重大事故等対策に関しては、事故の進展に応じて事業者が適切に対処できるのかを有効性
評価により確認しています。この有効性評価においては、事故シーケンスごとに使用した
解析コード、解析条件及び現象の不確かさを考慮することを求めています。これら不確か
さによる影響が大きいと判断された場合には、感度解析等によりその影響が適切に考慮さ
れ、評価項目を満足しているかを確認しています。 
例えば、MCCI については、現象としての不確かさが大きいとされています。このため、申
請者は、使用した解析コード、解析条件及び現象の不確かさを考慮し、コンクリート侵食
量の感度解析を実施しています。規制委員会としても、現象としての不確かさに対する検
討を充実させること等を事業者に対して求めた結果、厳しい条件を重畳させた場合でも、
コンクリート侵食量が原子炉格納容器の構造部材の支持機能に影響を及ぼす量には至らな
かったことから、基準を満たしていることを確認しました。 

H27 

7/27 
吉川 
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7-67 

㉙について、図の中に主
給水ポンプや過酷事故
時に、タービン動補助給
水ポンプや電動補助給
水ポンプを使うという
ことがわかるように追
加して欲しい。 

国 

７月 22 日の資料１－１の修正版を提示する（「冷やす」対策を分割したうえで主給水ポン
プを喪失した場合でもタービン動補助給水ポンプ、電動補助給水ポンプがあることが分か
るように追記） 

H27 

7/22 

奈良

林 

7-68 

ＲＣＰの軸シールのリ
ークについて、軸シール
から漏えいした分は、炉
心へ注水することで、一
次系の自然循環を確保
する対応方法をとるの
か。 

国 

全交流動力電源喪失に関する有効性評価において、全交流動力電源喪失時に原子炉補機冷
却機能喪失が発生し、さらに、ＲＣＰシール部へのシール水注水機能及びサーマルバリア
の冷却機能が喪失してＲＣＰシールＬＯＣＡが発生する事故を重要事故シーケンスとして
評価しています。このときのＲＣＰシール部からの漏えい率は、全シールの機能喪失を仮
定し、１次冷却材ポンプ１台あたり、定格圧力において約 109m3/h と設定していることを
確認しています（有効性評価においては、その漏えい相当となる口径約 1.6cm を設定）。
 原子炉補機冷却機能喪失している場合のＲＣＰシールＬＯＣＡ時の炉心注水の手段とし
ては、２次系強制冷却で１次系の減温、減圧を行った後、１次系圧力が 0.7MPa[gage]に到
達した時点で、充てんポンプ（Ｂ、自己冷却式）により行うことを確認しています。その
後は蒸気発生器による炉心冷却、高圧注入ポンプ（B、海水冷却）による高圧再循環及び格
納容器再循環ユニット（A及び B）を用いた格納容器内自然対流冷却を実施することにより、
安定停止状態を維持できることを確認しています。 
 一方、原子炉補機冷却水系の機能が復旧すれば、ＲＣＰシールＬＯＣＡに対する炉心注
水の手段としては、充てんポンプ、余熱除去ポンプ、高圧注入ポンプ及び格納容器スプレ
イポンプ（Ｂ、代替再循環配管使用）が考えられますが、使用にあたっては空冷式非常用
発電装置の容量による制限があります。 

H27 

7/22 

奈良

林 
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7-69 

㉜の図ですが、圧力容
器、原子炉容器の下部を
きちんと冷却するため
に必要な水量はどのく
らいか。 

国 

炉心の著しい損傷が発生した場合は、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冠水・冷却し、原
子炉格納容器雰囲気が過熱状態となることを防止するとともに溶融炉心・コンクリート相
互作用(MCCI)による格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイにより原子炉下部
キャビティに注水する手順となっています。また、格納容器内の圧力及び温度並びに放射
性物質の濃度を低下させる観点からも、同様に格納容器スプレイを行うこととしています。
この際、格納容器内の重要機器及び重要計器を水没させないよう注水量の制限を設けてお
り、約 4,000m3に達した場合には格納容器スプレイを停止させ、格納容器再循環ユニット
による格納容器自然対流冷却のみの冷却とするとしています。 
 原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却については、約 4,000m3まで格納容器内に
注水しても原子炉格納容器内の過熱状態が解消されない場合、炉心部に残存する溶融炉心
を冷却する必要があると判断し、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却
の成立性に影響しない限り格納容器内へ注水を行う（※）ことで、炉心発熱有効長の中心
高さまで冠水させることができることを確認しています。 
 なお、仮に、炉心部に溶融炉心が残存する状況を想定しても、溶融炉心の量が多ければ、
自身の崩壊熱により下部プレナムに落下するため、残存する溶融炉心はわずかであると考
えられます（別紙１図１参照）。 
(※)4,000m3の注水でも格納容器内の冷却が維持されない場合、格納容器再循環ユニットに
よる自然対流冷却に影響しない注水量である約 6,000m3まで更なる注水を実施。 

H27 

7/22 

奈良

林 

7-70 

格納容器の中に放射性
物質がでてきても、CV ス
プレイまたは代替 CV ス
プレイにより、それをた
たきおとす能力がある
ことは非常に重要なの
で示して欲しい。 

国 

７月 22 日の資料１－１の修正版を提示する（「閉じ込める」対策において代替 CV スプレ
イであることが分かるように修正追記） 

H27 

7/22 

奈良

林 

7-71 

㉞について、事故後何時
間後に CV 再循環ユニッ
トが外部の冷却と接続
し、この CV 再循環ユニ
ットの冷却により格納
容器の圧力上昇を抑え
ることができるのか。 

国 

前回の説明資料㉞の中型ポンプ車による格納容器再循環ユニットへの海水通水のタイミン
グは、有効性評価上、事象発生の 24 時間後となる。解析の結果、格納容器の圧力が最高値
となるのは、約 47 時間後に 0.335ＭＰaとなる。格納容器の温度の最高値は約 48 時間後に
133℃となる。なお、格納容器再循環ユニットは温度ヒューズのついたダンパがついている。
格納容器内温度が 110℃にならないと開かないようになっており、開いてから自然対流冷
却が始まることとなる。 

H27 

7/22 

奈良

林 
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7-72 

㉞について、Cs-137 の約
5.1TBq の放出量は、格納
容器のハッチやパッキ
ンといったものからリ
ークをしたということ
か。 国 

格納容器過圧破損モードでは「大破断ＬＯＣＡ時に低圧注水機能、高圧注水機能及び格納
容器スプレイ注水機能が喪失する事故」を想定し、Cs-137 の環境への放出放射能量を評価
しています。 
 本事故シーケンスの有効性評価の結果、格納容器圧力は最高使用圧力の２倍を超えるこ
とはなく、格納容器の破損は防止されることを確認しています。しかしながら、格納容器
の圧力が高めに推移することから、格納容器貫通部等のリークパスから格納容器外へ
Cs-137 が漏えいするものとして環境中への放出量を評価しています。 
 格納容器から環境への Cs-137 の放出推移は別紙１図２のとおりです。 
事象発生後 78 分でアニュラス空気再循環設備の粒子フィルタによる除去効果が期待でき
るようになるため、これ以降、Cs-137 の環境への放出量については大きく増加することは
ないことを確認しています。（別紙１図３参照） 

H27 

7/22 

奈良

林 
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項目 ８：耐震性能 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
ｺﾒﾝﾄ 

委員 

8-115 

1999 年の台湾地震では、
最大変位量（Dmax）が二
十数メートルとの知見
も得られているようで
あるが、変位量のばらつ
きについてどのように
考慮しているのか。 

四

電 

断層全体を均質なモデルではなく、アスペリティをモデルに組み込んで他の領域と異なる
設定をしている点で、ばらつきを考慮している。また、1999 年の台湾地震ではアスペリテ
ィのごく一部で二十メートルを上回るすべり量が得られているが、アスペリティの平均す
べり量としては 7.2m である。敷地前面海域の断層群で設定した平均すべり量はそれ以上に
設定していることからも、ばらつきを考慮した安全側の評価になっていると考える。 

H27 

4/21 
森 

8-116 

アスペリティ内のばら
つきを考慮した場合と
そうでない場合につい
て、評価結果と観測結果
との比較などで検証し
ているのか。 四

電 

地震学会などの研究動向を見ると、スーパーアスペリティ（一般に仮定されるアスペリテ
ィよりもサイズが小さく、アスペリティ内部の不均質を表現するもの）を考慮した評価を
している事例もあるが、アスペリティ全体がもつエネルギーが大きく変わることはないた
め、評価点がスーパーアスペリティの極近傍にある場合を除き、その影響が大きく出るこ
とはないと考えている。 
敷地前面海域の断層群による地震の評価においては、そのような検討はしていないが、平
成１９年の新潟県中越沖地震における応力降下量等、様々な不確かさを考慮しており、全
体としてばらつきを考慮した安全側の評価になっていると考える。 

H27 

4/21 
森 



- 10 - 
 

8-119 

原子力構造物の中に含
まれる設備等は、10Hz 前
後の１秒から高い高振
動数成分が特に問題に
なってくる。レシピを原
子力施設の安全性を検
討することに適用する
際にあたっての注意点
や留意点、それから考慮
するべき点、この点につ
いてどのような議論が
なされて、どういうこと
が適否の判断基準にな
っているのか。 

国 

一般の構造物と異なり、発電所の場合、0.1 秒又はそれより短い周期のものについて地震
動の影響が非常に大きい。審査にあたっては、たとえば断層モデルでは、何らかの手法を
使わなければならないが、例えば入倉・三宅の手法を使う場合でも、不確かさとしてどう
いった点を見ていくのかということを審査の重点としていた。結果的には、不確かさのケ
ースとして、例えば短周期に一番効く、アスペリティの応力降下量を 1.5 倍に上げたケー
スを見ているということと、アスペリティをどこに置くかが非常に重要な点であり、当然
敷地の近いところにアスペリティがあると、そこから短周期に非常に強い波が出るため、
不確かさのケースとして敷地の前面にアスペリティを配置したケース。さらには一般防災
では震源断層の部分をモデル化した時に一番上端のところというのは基本的にアスペリテ
ィを貼り付けないが、四国電力の場合は震源断層の一番上端のところにアスペリティを貼
り付けたモデルを使っているなど、そういったことを加味して、入倉・三宅の手法を使っ
て計算した結果について、十分な不確かさを考慮しているということを判断している。 

また、伊方発電所の場合、中央構造線は非常に長い震源断層であり、130km モデル及び 480km
モデルについては、入倉・三宅の手法が使えないレシピ適用範囲外である。レシピでもス
タンダードなやり方というのが決められてない。したがって、どういった手法を使うのか
というのは審査の中で慎重に判断し、最終的には四国電力においては、壇他の手法と
Fujii&Matsu’ura の手法を使って、違うスケーリング則を適用した場合でも結果にどのよ
うな影響があるのかということを審査の中で確認している。そのような手法についても、
短周期の 1.5 倍のケースや、アスペリティを敷地前面に置くとか、震源断層の一番上端に
アスペリティを貼り付けるとか、そういったことを採用しており、こういった不確かさを
考慮した場合に、それぞれ判断している。最終的に合計８波となる。資料 1-2 の 11 ページ
の一番下にそれぞれのケースを記載しているが、最終的な手法の中で、壇他の手法で合計
４波、Fujii&Matsu’ura の手法で３波、入倉・三宅の手法で１波、描かれている。こうい
った意味では審査の中で十分議論し、様々なスケーリング則を使用し確認したことは、意
味のあることだと考える。 

H27 

7/22 
森 

8-120 

アスペリティ内におけ
るばらつきの影響に関
する議論は行ったのか。 

国 

伊方発電所の場合は敷地前面から８キロ離れたところに中央構造線があるが、より断層と
サイトが近い発電所については、近傍に立地しているという点が議論となったことはある。
伊方の場合は８キロ離れていることから、おそらく数波長分は離れていると考えられるた
め、平均化される傾向にあると考えられることから、不確かさという点では、短周期の 1.5
倍とすること、アスペリティを上端に置くことを考慮すれば妥当と考えている。 
したがって、伊方発電所に関しては、ご指摘の議論は行っていないが、サイトと震源との
距離は審査の観点としては重要であると考えている。 

H27 

7/22 
森 
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8-121 

事業者は、『敷地ごとに
震源を特定して策定す
る地震動』Ss-1 及び Ss-2
の年超過確率は 10-4～
10-6程度、『震源を特定
せず策定する地震動』
Ss-3の年超過確率は10-4

～10-7程度としている
が、それに対する評価を
国はおこなっていない
ようであるが、どのよう
に理解したらよいか。 

国 

この部分は、意識してこういう記述としている。新規制基準では、地震と津波について、
超過確率を参照して、策定した基準地震動や基準津波がどの程度の超過確率になるのかと
いうことを事業者が把握することを求めているものの、その数値自体の大きさについては、
今現在、原子力規制委員会では判断レベルを有していない。超過確率を事業者は参照して
いるかどうかということまでを審査の中で確認しており、数字の妥当性については判断基
準外としており、こういった書き方としている。 H27 

7/22 
森 

8-122 

資料 1-2 の 24～25 頁に
ついて、建物のところで
終局耐力を設定し、そこ
からの裕度を有すると
ころで判断していると
いう書き方になってい
るが、具体的な考え方に
ついて説明して欲しい。 

国 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設
置許可基準規則」という。）では、建物・構築物について常時作用している荷重及び運転
時に作用する荷重と基準地震動 Ss による地震力との組合せに対して、当該建物・構築物が
構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構
築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していることを要求しています。 
 
設置変更許可申請の審査では、基本設計方針を確認することとしており、四国電力は設置
許可基準規則に適合すべく、建物・構築物は終局耐力に対し妥当な安全余裕を有する設計
とする方針であることを確認しました。 
 
具体的な数値や計算などの詳細設計は、後段規制である工事計画の認可で確認することと
なり、原子力規制委員会は、工事計画が許可を受けた設計方針に沿ったものとなっている
こと、原子力規制委員会の定めた実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する
規則に適合することなどを確認することになります。 
具体的な要求事項については、以下のように行うこととしています。 
・Ｓクラスの建物・構築物の鉄筋コンクリート造耐震壁について基準地震動 Ss による耐震
壁の最大せん断ひずみが、原子力発電所耐震設計技術指針の規定を参考に設定されている
せん断ひずみの許容限界を超えていないこと。 
・鉄筋コンクリート造の原子炉格納容器及び原子炉格納容器に連続する基礎スラブ並びに
使用済燃料プール（ピット）について、基準地震動 Ss による地震動と荷重の組合せによる
地震力以外の荷重組合せ、その結果発生する応力が発電用原子力設備規格 コンクリート
製原子炉格納容器規格（日本機械学会）の規定を参考に設定されている許容限界を超えて
いないこと。  

H27 

7/22 
岸田 
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8-123 

他の原子力発電所では、
アスペリティ内のばら
つきについても検討し
ているのか。伊方発電所
では必要ないのか。 

国 

他のサイト、もう少し震源断層とサイトに近いサイトについては、近傍に立地していると
いう点について、不確かさを組み合わせるなどにより議論をしている。特段アスペリティ
の不均質を取り入れて審査を行っているものではない。 

H27 

7/22 
森 

8-124 

断層モデルのアスペリ
ティ内にばらつきを考
慮した場合、地震動評価
がどの程度ばらつくの
かについて検討するこ
と。 

四

電 

断層モデル（敷地前面海域の断層群）の第一アスペリティ内での応力降下量の不均質を設
定したケースでの地震動評価を実施した結果、アスペリティ内に不均質（応力降下量
25MPa）を設定したケースについては、全メッシュに一様に 12.2MPa を設定したケースの応
答スペクトルと同程度か一部の周期帯でやや大きい程度であり、いずれのケースも全メッ
シュに一様に 20.0MPa を設定したケースに包絡されていることから、伊方発電所の地震動
評価においては、アスペリティ全体に対して応力降下量 1.5 倍の不確かさを考慮しており、
アスペリティ内の不均質も包絡した安全側の評価になっていると考える。 
（別紙２参照） 
 

H27 

7/22 
森 

8-125 

掘削についても、逐次解
析や施工するパラメー
タ、あるいは水の状態と
いった考えによっては、
機会があれば整理して
欲しい。 

四

電 

逐次解析等については、実用化を目指した研究に電力大で積極的に取り組んでいるところ
であり、今後も最新の知見等を踏まえ、必要に応じ検討を行っていく。 

H27 

7/22 
岸田 

8-126 

敷地内岩盤の性状で液
状化は起きないとの説
明だが、水と粒径との複
合的な部分についても
チェックし、常に注意し
ていって欲しい。 

四

電 

伊方発電所の埋立土は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会)」に示され
ている液状化の可能性を規定している粒度分布から大きく外れており、液状化は生じない
と判断されるが、今後も最新の知見等を踏まえ、必要に応じ検討を行っていく。 

H27 

7/22 
岸田 

8-127 

地下排水トンネルは、維
持管理が必要であるこ
とから、確認をしていっ
てもらいたい。 

四

電 

地下排水の維持管理は今後も適切に行っていく。 

H27 

7/22 
岸田 
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8-128 

資料２の別紙の 21 頁に
ついて、将来的には引張
の物性あるいは引張の
破壊の議論が必要であ
ると考える。今後検討し
ていただきたい。 

四

電 

現状では、安全側の評価として引張特性を考慮しない条件で所要のすべり安全率が確保さ
れていることを確認しているが、今後は、逐次非線形解析に繋げられるよう、引張特性を
考慮した解析についても検討を続けていく。 

H27 

7/22 
岸田 

8-129 

資料２の別紙の 23 頁に
ついて、保護工の考え方
は、表面の引張に対する
考え方ということか。せ
ん断面や中段の EL.32m
にある道路等に実施し
ているが、そこの押えは
期待せずに表面だけを
考えているのか。 

四

電 

ご指摘のとおり、保護工（アンカー、法枠、擁壁等）による効果は地表付近に作用するも
のと考えている。なお、地表付近のすべりも深いすべりも、解析上、安全側の評価として、
保護工を考慮せず、すべりに対して所要の安全率を確保していることを確認している。 

H27 

7/22 
岸田 
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項目 １１：全般 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
ｺﾒﾝﾄ 

委員 

11-83 

旧原子力安全委員会が
策定した「安全審査指
針」のうち、原子炉立地
審査指針については、現
在、どのような取扱とな
っているのか。新規制基
準への取り込みや見直
し、廃止等はされている
のか。新規制基準への取
り込みや廃止がされて
いるのであれば、既設の
発電所に対する考え方
はどのようになってい
るのか。 

国 

東京電力福島第一原子力発電所事故において、従来の立地審査指針で想定していた事故の
規模を上回る事故が発生したことを踏まえ、放射性物質の異常な水準の放出を防止すると
いう観点から、重大事故等対策の有効性を確認することとしたところであり、現行の審査
基準においては、当該指針をその中に位置づけてはいない。 

H27 

7/1 
吉川 

11-84 

㊱について、イグナイタ
と PAR がそれぞれいくつ
付いているか。損傷した
場合に、補う機能がある
か。 

国 

PAR については、格納容器内に５基、イグナイタについては、12 基設置するということと
なっている。水素対策としては、PAR だけということではなく、PAR とイグナイタの両方で
対応する。 H27 

7/22 

奈良

林 

11-85 

一ヶ月間のパブコメに
ついて、どのくらいの意
見が集まったのか。それ
は全体の意見の取りま
とめにおいて反映され
たのか。 

国 

パブリックコメントは、自主的なものであり、行政手続法に基づくものではない。一か月
間実施し、約 3,500 件の意見が提出されたが、内容的、技術的に審査をあらためてやり直
すという結果にはなっていない。しかし、審査書に十分書ききれていなかった点などの修
正は行っている。 

H27 

7/22 
渡邉 
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11-86 

解析コード等による解
析結果について、データ
の入力ミスを確認でき
るようなシステムにな
っているのか。 国 

今回、特にシビアアクシデントの解析については、事業者の申請内容の品質管理を目的と
した再計算等、いわゆるクロスチェックは行っていない。解析の責任は基本的に事業者に
あり、事業者の品質管理の中で行われるという位置づけである。また、旧 JNES ではシビア
アクシデントの解析の実績があり、この経験を有した職員が事業者による解析を確認し、
特に大きな間違いがないことを確認している。また、解析における様々な不確かさを踏ま
えた感度解析を行ったうえで、対策に問題がないことを審査で確認している。 

H27 

7/22 
渡邉 

11-87 

緊急時対策所の審査結
果について、１号炉と２
号炉と非常に近いとこ
ろに設置されているが、
長期的な視野に立った
審査はされているのか。 

国 

今回の申請は３号機であり、３号機からものをみている。ただし、１号機、２号機につい
ては何もみていないということではなく、使用済燃料プールには使用済燃料が貯蔵保管さ
れているため、３号機と１、２号機の使用済燃料プールの同時発災が起きた際にも対応で
きるのかという点を確認している。今回作られた緊急時対策所は１号機の原子炉建屋から
の距離が約 15m なので、今後１号機、２号機の申請があれば、緊急時対策所の機能として
同時発災しないことや、被ばく評価で評価基準が守られるかどうかという点が判断の目安
になる。その結果として、基準に適合できないということとなれば、対応策を四国電力が
考えるということになる。 

H27 

7/22 
渡邉 

11-88 

地元の方が心配されて
いるような使用済燃料
プールの図を入れ、わか
りやすい説明資料を用
意しておくことが重要
である。 

四

電 

一般の方々にも設備のイメージ等が把握しやすいよう、図を入れるなど、今後ともわかり
やすい説明に努めていきたい。 
 

H27 

7/22 

奈良

林 

11-89 

ドライエリアについて、
ここに水が入り込んだ
場合はどこに排水する
のか。また、建屋に浸入
させないようにしてい
るのか。 

四

電 

ドライエリアに降雨により水が貯まった場合、排水ポンプにより地上面に上げて、海の方
に流し出すようになっており、安全上重要な施設に雨水等が侵入することはない。 

H27 

7/22 

奈良

林 
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11-90 

原子力規制庁スタッフ
には、NRC や IAEA に派遣
されて国際研修を受け
たり、そこで国際レベル
の審査実務を担当した
りしたような担当者は
在籍しているのか。 
在籍していない場合、原
子力規制庁スタッフに
よる審査能力の確認の
ため、米国 NRC によるレ
ビュー依頼といったこ
とが”世界最高レベルの
審査をしている”という
ために求められるよう
にも考えられるがどう
か。 

国 

原子力規制庁では、人材育成の一環として、継続的に IAEA をはじめとした国際機関や NRC
等の海外政府機関に職員を派遣している。 
なお、国際機関は原子力施設等の安全審査を実施する権能は有していない。 
 
【参考：平成 27 年 8 月 1 日現在の実績】 
IAEA 7 名  OECD/NEA 2 名  NRC 1 名 

H27 

7/26 
吉川 

11-91 

最近の原子力学会誌の
記事（「アトモス」６月
号、東大特任教授 諸葛
氏の記事）などによる
と、原子力規制委員会の
審査のあり方を見直し
て、９月には原子力規制
委員会に関わる法改正
をすべきとの指摘があ
るようだが、原子力規制
委員会においては、どの
ような体制で見直しを
行うのか。また、この見
直しに際し、事業者の意
見をくみ取って検討す
べきと思うがどうか。 

国 

○原子力規制委員会設置法附則第５条に基づく３年以内の見直しについては、小里副大臣
を座長とする「３年以内の見直し検討チーム」において、検討が行われているものと認識。
○一方、多様な関係者からの意見に真摯に耳を傾け、最終的に原子力規制委員会が責任を
持って、科学的・技術的観点から規制に関する判断を行っていくことは、極めて重要と認
識。他方で、推進と規制の分離など、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて設置
された原子力規制委員会の経緯からすれば、「独立性」という点について、国民からの疑
念を生じない運営に努めることも必要である。 
○原子力規制委員会の評価機関の設置については、平成２７年末を目途に受入れ予定であ
るＩＲＲＳ（総合規制評価サービス）や平成２７年２月に受け入れたＩＰＰＡＳ（国際核
物質防護諮問サービス）、さらに国際アドバイザーとの意見交換等を通じ、原子力規制に
係る組織体制及び運営を継続的に改善していく。 

H27 

7/26 
吉川 

H27 

7/28 

宇根

崎 
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11-92 

原子力規制委員会では、
これまで合格とされて
きた PWR（川内、高浜、
伊方）について、新規制
基準を適用した審査結
果の科学的合理的妥当
性が国際的にみても過
不足ない評価であるか
どうかを NRC 等の国際レ
ビューを受けることに
より”世界的にみても妥
当な規制活動を行って
いる”ことを示される用
意はあるか。 

国 

各国における原子力発電所の安全性については、各国の規制機関が行っていることですが、
国際機関は原子力施設等の安全審査を実施する権能は有していない。 
 
（参考）【原子力安全条約 前文（iii）】原子力の安全に関する責任は原子力施設につい
て管轄権を有する国が負うことを再確認する。 

H27 

7/27 
吉川 
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１．代替格納容器スプレイでの注水による炉内に残存する溶融炉心の冷却性に

ついて(7-６９関係) 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合は、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冠

水・冷却し、原子炉格納容器雰囲気が過熱状態となることを防止するとともに

溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)による格納容器の破損を防止するため、

格納容器スプレイにより原子炉下部キャビティに注水する手順となっています。

また、格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる観点か

らも、同様に格納容器スプレイを行うこととしています。この際、格納容器内

の重要機器及び重要計器を水没させないよう注水量の制限を設けており、約

4,000m3 に達した場合には格納容器スプレイを停止させ、格納容器再循環ユニ

ットによる格納容器自然対流冷却のみの冷却とするとしています。 

 原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却については、約 4,000m3 まで

格納容器内に注水しても原子炉格納容器内の過熱状態が解消されない場合、炉

心部に残存する溶融炉心を冷却する必要があると判断し、格納容器再循環ユニ

ットによる格納容器内自然対流冷却の成立性に影響しない限り格納容器内へ注

水を行う（※）ことで、炉心発熱有効長の中心高さまで冠水させることができるこ

とを確認しています。 

 なお、仮に、炉心部に溶融炉心が残存する状況を想定しても、溶融炉心の量

が多ければ、自身の崩壊熱により下部プレナムに落下するため、残存する溶融

炉心はわずかであると考えられます。 

 

(※)4,000m3 の注水でも格納容器内の冷却が維持されない場合、格納容器再循環ユニット

による自然対流冷却に影響しない注水量である約 6,000m3 まで更なる注水を実施。 

 

 

図 1 格納容器内の冠水状態 

(四国電力説明資料に一部加筆) 
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3 

 

 

事象発生後 78 分でアニュラス空気再循環設備の粒子フィルタによる除去効

果が期待できるようになるため、これ以降、Cs-137 の環境への放出量につい

ては大きく増加することはないことを確認しています。（図 3 参照） 

 

 

図 3 Cs-137 の積算放出放射能量の推移 

（設置変更許可申請書 第 7.2.1.1.28 図 抜粋) 
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平成27年8月12日

愛媛県原子力安全専門部会
コメント回答

アスペリティ内の不均質が
地震動評価に及ぼす影響について

別紙２



1

コメント内容

コメント内容 頁

アスペリティ内の
不均質が地震動
評価に及ぼす影
響について

H27
7/22

断層モデルのアスペリティ内にばらつきを考慮した場合、地震動評価が
どの程度ばらつくのかについて検討すること

2



2

コメントの経緯①

伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会資料（平成27年4月21日）再掲

4月21日の部会で，すべり
量に関する知見について
報告を行った

そ の 際 ， 台 湾 地 震 で は
20mを超える知見があるこ
とから，すべり量のばらつ
きを考慮した評価を行って
いるか否かについて質問
があった

四電から，考慮した評価
は行っていないが，平均
すべり量よりも大きな値を
設定していることや不確か
さを考慮した評価を行うこ
とで，全体的に安全側の
評価となっている旨を回答
した



3

コメントの経緯②

伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会資料（平成27年7月22日）再掲・抜粋

その後，7月22日の部会にて，前回部会におけ
る質疑応答を整理をして報告を行った

その際，アスペリティ内にばらつきを考慮した場
合でも地震動に大きく影響があるものではない
と考えるが，どの程度影響するかを示してほし
い旨の要請があった。
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Chi et al.(2001)の知見の整理と当社評価モデルとの対比

◯Chi et al.(2001)によれば、すべり量が20mを超えるメッシュはごく一部であり、その面積比を伊方発電所における敷
地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）の地震動評価モデルと対比すると、メッシュの半分程度に相当する。

54km

■Chi et al.(2001) 台湾地震におけるインバージョン解析 ■伊方発電所 地震動評価モデル
（⑥敷地前面海域の断層群）

グリッドサイズは
3.5km×3.5km

断層全体の面積
は3920km2

すべり量が20mを超える
面積比率は0.625%

すべり量が20mを超える
のは２メッシュ

前面毎域の断層群は
18×5メッシュでモデル化

1メッシュの面積比は、
1/(18*5)≒1.1%

台湾地震において20m以上すべった範囲［Chi et al.(2001)］は、
伊方メッシュでは半メッシュに相当
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検討方針① －解析ケース—

⑥敷地前面海域の断層群

54km

■解析ケース（不均質）

不均質ケース① 不均質ケース② 不均質ケース③

不均質ケース④ 不均質ケース⑤ 不均質ケース⑥

12.2MPa一様

20MPa一様

■解析ケース（一様）

時刻歴波形
応答スペクトル

を比較

25MPa

12.2MPa 12.2MPa

20MPa

◯断層長さ480kmの断層モデル［壇ほか(2011)の手法によるもの］から敷地前面海域の断層群の第1アスペリティの
みを抽出し、ここにアスペリティ内での応力降下量の不均質を設定し検証する。

◯Chi et al.(2001)の知見を伊方の断層モデルに適用した場合、不均質を設定するメッシュは1メッシュの半分程度で
あるが、ここでは保守的に1メッシュ全体に不均質を設定する。

◯設定する応力降下量は、伊方発電所の地震動評価において、応力降下量の不確かさとして設定している20MPa
（基本震源モデルの1.5倍相当）よりも大きい25MPaとする。

■480㎞基本震源モデル

敷地前面海域の断層群の第1アスペリティのみを抽出

※浅い位置に大きな応力降下量は一般的には考え難いため、下記6ケースを設定

☆：破壊開始点
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「内陸地殻内の長大断層による巨大地震とプレート間の巨大地震を対象とした震源パ
ラメータのスケーリング則の比較検討業務（平成24年1月）」より

検討方針② －パラメータの設定根拠—

1999年台湾地震における断層全体の平均すべり
量（3.6m）と最大すべり量（25.8m）の比は7程度

この比を応力降下量に適用することとし、伊方の
地震動評価における平均応力降下量3.4MPaに基
づき計算すると、

3.4MPa×7≒24MPa
平均応力降下量

25MPaをパラメータスタディの値として設定する
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不均質ケース③ 不均質ケース④

不均質ケース⑤ 不均質ケース⑥

12.2MPa一様ケース 20MPa一様ケース

① ② ③

検討結果（応答スペクトル）

NS方向 EW方向 UD方向

◯各ケースの応答スペクトルを比較したところ、アスペリティ内に不均質（応力降下量25MPa）を設定したケースにつ
いては、全メッシュに一様に12.2MPaを設定したケースの応答スペクトルと同程度か一部の周期帯でやや大きい程
度であり、いずれのケースも全メッシュに一様に20.0MPaを設定したケースに包絡されている。

◯以上を踏まえると、伊方発電所の地震動評価においては、アスペリティ全体に対して応力降下量1.5倍の不確かさ
を考慮しており、アスペリティ内の不均質も包絡した安全側の評価になっていると考える。

設備固有周期 ［①余熱除去ポンプ ②原子炉容器 ③蒸気発生器］
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検討結果（加速度時刻歴波形）
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■不均質ケース①
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■不均質ケース⑤

■不均質ケース⑥
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これまでの原子力安全専門部会にてご説明した内容の補足・変更

部会でご説明した内容からの変更点など 補足説明資料

各施設・設備等の設置位置における入力津波高さ 耐津波設計方針における各施設・設備等の設置位置における入力津波高さの追加 １頁

ピット内津波高さ
施設の耐津波設計方針の策定において、ピット内に設置された除塵装置スクリーン
による損失を考慮しないケースを追加するといった評価条件の追加等に伴うピット内
水位の変更

２頁

竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速
重油移送配管の追加に伴い竜巻影響エリアの面積が増加し、竜巻最大風速のハ
ザード曲線が変更になったことに伴う最大風速の変更（79m/s→83m/s）

３頁

竜巻影響評価対象施設 重油移送配管の追加等に伴う評価対象施設の変更 ４～６頁

外部
火災

航空機落下による火災の影響評価
重油移送配管の追加により、離隔距離が変更になったことに伴う火災影響評価結果
の変更

７，８頁

有効性評価（全交流動力電源の喪失）における作業と所要
時間

訓練実績を反映し、より詳細な操作・作業手順を策定 ９，１０頁

重大事故等対応時の初期体制など
重大事故等発生時、より確実な初動対応を図るため、連絡当番者を変更（１名→２
名）等

１１頁

安全
対策

新規制基準への適合性に係る設備の全体像
国の新規制基準適合性審査の過程において当初自主設置であったイグナイタ等を
重大事故対処上必要な設備に変更

１２頁

耐津波
性能

竜巻
防護

重大
事故時
対応

項目
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※１ 水位上昇側は朔望平均満潮位（T.P.+1.62m）を考慮し，水位下降側は朔望平均干潮位（T.P.-1.69m）を考慮した値。

[ ]内の数値は伊方発電所における地盤変動量（+が隆起，－が沈降）を外数で示す。

※２ 地盤変動量及び潮位のばらつき（水位上昇側0.19m、水位下降側0.22m）を考慮した値。

○基準津波については、不確かさを考慮した津波の数値シミュレーション結果から、各着目地点における最も
厳しいケースを選定し、策定している。
（例えば伊方３号機の敷地前面ではT.P.+8.12m（朔望平均満潮位T.P.+1.62mを考慮）となる海域の活断層
に想定される地震に伴う津波と地すべりに伴う津波の重畳ケース：下表の上段の数値）

○施設の耐津波設計方針においては、策定した基準津波に基づき、地震による地盤変動量及び潮位のばらつき
を考慮しても、安全上重要な施設の機能が損なわれるおそれがないこととしている。
（例えば伊方３号機の敷地前面ではT.P.+8.12m（①朔望平均満潮位T.P.+1.62mを考慮）に、地震による地
盤変動量（③沈降量：0.36m）及び潮位のばらつき（②上昇側：0.19m）を考慮した場合、入力津波高さは
T.P.+8.67m（≒T.P.+8.7m：下表の下段の数値）となる）

1

施設の耐津波設計方針について
【補足説明資料】

表 伊方３号機の入力津波高さ

３号機 敷地前面（重畳津波、水位上昇側）

水位上昇側 水位下降側

敷地前面
海水ピット
ポンプ室

取水ピット 放水ピット 海水ピットポンプ室

入力津波
高さ

※１
T.P.+8.12m
［-0.36m］

T.P.+4.30m
［-0.40m］

T.P.+4.87m
［-0.36m］

T.P.+4.07m
［-0.39m］

T.P.-3.26m
［+0.34m］

※２ T.P.+8.7m T.P.+4.9m T.P.+5.5m T.P.+4.7m T.P.-3.9m

T.P.+8.12m+0.36m+0.19m =T.P.+8.67m → T.P.+8.7m

表中に記載の管路解析の計算条件は以下のとおり。

・上昇側（海水ピットポンプ室） スクリーン損失：なし，貝付着：なし，海水ピット堰：あり，ポンプ取水量：海水ポンプ２台・海水取水ポンプ０台

・上昇側（取水ピット） スクリーン損失：なし，貝付着：なし，循環水ポンプ運転状態：停止中

・上昇側（放水ピット） 貝付着：あり，循環水ポンプ運転状態：運転中

・下降側（海水ピットポンプ室） 海水ピット堰：あり，スクリーン損失：あり，貝付着：あり，ポンプ取水量：海水ポンプ４台・海水取水ポンプ０台

（上表上段の値） （上表下段の値）



○確定した基準津波について原子力安全専門部会（平成２６年１２月２４日）でご説明後、施設の耐津波設計方針の策定におい
て、不確かさの考慮としてピット内に設置された除塵装置のスクリーンによる損失を考慮しないケースを検討に追加すると
いった評価条件の追加や変更を行った結果、基準津波の検討ケースに変更はないものの、津波によるピット内水位が若干変動
している。（原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成２７年３月５日）にて国へ説明）
変更後の津波高さを以下に示す。（表中赤枠が平成２６年１２月２４日原子力安全専門部会資料からの変更箇所）

解析条件の追加等に伴うピット内津波高さの変更について
【補足説明資料】

検討ケース※１

水位上昇側 水位下降側

３号炉
敷地前面

３号炉
補機冷却
海水取水口

３号炉
Ｔ/Ｂ復水器
取水先端

３号炉
放水口

３号炉
補機冷却
海水取水口

海水ピット
ポンプ室※２ 取水ピット※２ 放水ピット※２ 海水ピット

ポンプ室※２

水
位

上
昇
側

重畳津波

重畳
ケースＣ

T.P.+8.12m
［-0.36m］

－ －
T.P.+4.21m
［-0.36m］

T.P.+4.87m
［-0.36m］ － － － －

重畳
ケースＢ － T.P.+5.46m

［-0.40m］
－ － － － － － －

重畳
ケースＤ － － － － －

T.P.+4.69m
［-0.40m］

－ － －

海域の活断層に想定
される地震に伴う津波

ア － －
T.P.+4.30m
［-0.40m］ － － －

T.P.+4.07m
［-0.39m］ － －

水
位

下
降
側

重畳津波
重畳

ケースＥ － － － － － － －
T.P.-4.60m
［+0.34m］

T.P.-3.26m
［+0.34m］

表中の数値は，各着目地点における余裕高が最も厳しくなるケースにおける最高・最低水位。［ ］内の数値は伊方発電所における地盤変動量（＋が隆起，－が沈降）。

余裕高＝評価基準値＋地盤変動量－最高水位（または最低水位））。

※１

重畳ケースＣ：【敷地前面海域の断層群＋伊予セグメント】 傾斜角：北８０度，すべり角：１６５度 【豊予海峡】 傾斜角：９０度，すべり角：１５０度 【別府地溝南縁】 傾斜角：北７５度，すべり角：-９０度

【別府湾断層帯】 傾斜角：南７５度，すべり角：-９０度 【地すべり地点】 ⑤ （立神岩） 【評価手法】 二層流 【時間差】 １５秒

重畳ケースＢ：【敷地前面海域の断層群＋伊予セグメント】 傾斜角：北８５度，すべり角：１６５度 【豊予海峡】 傾斜角：９０度，すべり角：１５０度 【別府地溝南縁】 傾斜角：北７５度，すべり角：-９０度

【別府湾断層帯】 傾斜角：南７５度，すべり角：-９０度 【地すべり地点】 ④ （亀浦） 【評価手法】 二層流 【時間差】 ７９秒

重畳ケースＤ：【敷地前面海域の断層群＋伊予セグメント】 傾斜角：北８５度，すべり角：１６５度 【豊予海峡】 傾斜角：９０度，すべり角：１５０度 【別府地溝南縁】 傾斜角：北７５度，すべり角：-９０度

【別府湾断層帯】 傾斜角：南７５度，すべり角：-９０度 【地すべり地点】 ⑤ （立神岩） 【評価手法】 二層流 【時間差】 １２秒

重畳ケースＥ： 【敷地前面海域の断層群＋伊予セグメント】 傾斜角：北７５度，すべり角：１９５度 【豊予海峡】 傾斜角：９０度，すべり角：１５０度 【別府地溝南縁】 傾斜角：北７５度，すべり角：-９０度

【別府湾断層帯】 傾斜角：南７５度，すべり角：-９０度 【地すべり地点】 ③ （海岬） 【評価手法】 二層流 【時間差】 ７１秒

ア： 【敷地前面海域の断層群＋伊予セグメント】 傾斜角：北８５度，すべり角：１６５度 【豊予海峡】 傾斜角：９０度，すべり角：１５０度 【別府地溝南縁】 傾斜角：北７５度，すべり角：-９０度

【別府湾断層帯】 傾斜角：南７５度，すべり角：-９０度

※２ 海水ピットポンプ室・取水ピット・放水ピットにおける最高・最低水位については，耐津波設計に係る事由であるが先行して記載。計算条件は耐津波審査会合（２０１４年３月６日）のとおり。計算ケースは前述の重畳津波に対応する

ケース及びこれら重畳津波を構成する各波源津波に対応するケース。なお，表中に記載の管路解析の計算条件は以下のとおり。

・上昇側（海水ピットポンプ室） スクリーン損失：なし，貝付着：なし，海水ピット堰：あり，ポンプ取水量：海水ポンプ２台・海水取水ポンプ０台

・上昇側（取水ピット） スクリーン損失：なし，貝付着：なし，循環水ポンプ運転状態：停止中

・上昇側（放水ピット） 貝付着：あり，循環水ポンプ運転状態：運転中

・下降側（海水ピットポンプ室） スクリーン損失：あり，貝付着：あり，海水ピット堰：あり，ポンプ取水量：海水ポンプ４台・海水取水ポンプ０台
2

変更前 T.P.+4.13m

変更前 T.P.+5.08m

変更前 T.P.-3.25m



○竜巻影響評価に関して原子力安全専門部会（平成２５年１１月１９日）でご説明後、安全上重要な施設であ
る重油移送配管の追加に伴い竜巻影響エリアの面積が増加し、竜巻最大風速のハザード曲線が変更となった
ため、竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速が、79m/sから83m/sに変更となっている。以下に変
更後のハザード曲線を示す。
なお、基準竜巻は①過去に発生した竜巻による最大風速（92m/s）と②竜巻最大風速のハザード曲線によ
る最大風速（83m/s）のうち大きな風速とするため変更はなく、また、基準竜巻（92m/s）を安全側に切
り上げて設定している設計竜巻の最大風速100m/sも変更はない。

竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速の変更について
【補足説明資料】

3

竜巻最大風速のハザード曲線
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○竜巻影響評価に関して原子力安全専門部会（平成２５年１１月１９日）でご説明後、安全上重要な施設であ
る重油移送配管の追加等に伴い、評価対象施設を変更している。変更後の資料を以下に示す。

竜巻影響評価の対象施設の変更について（１／３）
【補足説明資料】

4
評価対象施設抽出フロー



竜巻影響評価の対象施設の変更について（２／３）
【補足説明資料】

5
対象施設（屋外設置）



竜巻影響評価の対象施設の変更について（３／３）
【補足説明資料】

6
竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設（建屋等）



火災影響評価（航空機落下）の変更について（１／２）
【補足説明資料】

7

評価に用いるデータ

○火災影響評価（航空機落下）に関して原子力安全専門部会（平成２５年１１月１９日）でご説明後、安全上
重要な施設である重油移送配管の追加に伴い、離隔距離が変更となったことから、原子炉施設外壁等の許容
温度を超えるものではないものの、評価結果が変更となっている。変更後の資料を以下に示す。

※１ 軍用機関係の図書等の記載値から算出した推定値。
※２ 有視界飛行方式民間航空機のうち、小型機の評価対象航空機として、小型機の最大離陸重量の基準である5,700kgの燃料を満載

した航空機を仮定した場合、離隔距離75ｍ、燃料積載量約6.8m３となることから、離隔距離3532ｍ及び燃料積載量約35m３で評価
している自衛隊機又は米軍機の「基地－訓練空域間往復時｣に包絡される。

カテゴリ
対象

航空機
燃料量
（m3）※１

輻射
発散度
（W/m2）

燃焼速度
（m/s）

航空機
墜落地点

計器飛行方式民間航空機
大型民間航空機 B747-400 216.84 50×103 4.64×10-5 150m

有視界飛行方式民間航空機
小型民間航空機 （評価は自衛隊機又は米軍機の落下に包絡される）※２ 75m

自衛隊機
又は
米軍機

訓練空域
外を飛行中

空中給油機等、高高度での巡
航が想定される大型固定翼機

KC-767 145.03 58×103 6.71×10-5 250m

その他の大型固定翼機、小型
固定翼機及び回転翼機

F-15 14.87 58×103 6.71×10-5 35m

基地－訓練空域間往復時 UP-3D 34.84 58×103 6.71×10-5 32m



火災影響評価（航空機落下）の変更について（２／２）
【補足説明資料】

8

評価結果

カテゴリ
対象

航空機

燃料タンク
投影面積
（m2）※１

輻射強度
（W/m2）

燃焼継続
時間（h）

評価
結果

（℃） ※２

許容
温度

（℃） ※２

計器飛行方式民間航空機
大型民間航空機

B747-
400

700 1.0×103 1.85
約96 200

有視界飛行方式民間航空機

※３

小型民間航空機 （評価は自衛隊機又は米軍機の落下に包絡される）

自衛隊機
又は
米軍機

訓練空
域外を
飛行中

空中給油機等、高高度での
巡航が想定される大型固定
翼機

KC-767 405.2 2.4×102 1.48
約60 200

※３

その他の大型固定翼機、小
型固定翼機及び回転翼機

F-15 44.6 1.4×103 1.38
約103 200

※３

基地－訓練空域間往復時 UP-3D 86.5 2.9×103 1.67
約177 200

約57 60

※１ 軍用機関係図書等に記載の機体図面から算出した推定値。
※２ 評価結果及び許容温度の欄の上段が原子炉施設外壁、下段が重油タンクを示す。
※３ 輻射強度の最も高い自衛隊機又は米軍機（基地－訓練空域間往復時）を代表ケースとして評価



有効性評価（全交流動力電源の喪失）における作業と所要時間について（１／２）
【補足説明資料】

9

○有効性評価（全交流動力電源の喪失）における作業と所要時間について原子力安全専門部会（平成２６年１
月２８日）でご説明後、訓練実績を反映し、より詳細な操作・作業手順を策定している。反映後の資料を以
下に示す。

（中央制御室操作）

●現場移動／所内電源母線受電準備操作

　　　　　　　　　　　（現場操作）

●現場移動／空冷式非常用発電装置起動確認

（現場操作）

（現場操作）

●現場移動／補助給水流量調整操作

（現場操作）

●現場移動／ＲＣＰシール関係等隔離操作

（現場操作）

●現場移動／充てんポンプ（Ｂ，自己冷却式）

　　　　　　ディスタンスピース取付操作

（現場操作）

●現場移動／充てんポンプ（Ｂ，自己冷却式）

　　　　　　系統構成，系統水張り操作

（現場操作）

●現場移動／充てんライン流量調整操作

（現場操作）

●現場移動／代替格納容器スプレイポンプ

 　　　　　　系統構成操作　　　　　　 　

（現場操作）

●空冷式非常用発電装置準備及び起動操作

●蓄電池室排気ファン起動操作

●蓄圧タンク出口弁閉止操作

●充てんポンプ（Ｂ，自己冷却式）起動操作

●格納容器再循環ユニット（Ａ及びＢ）通水及び高圧

　注入ポンプ（Ｂ，海水冷却）冷却水通水系統構成操作

●代替格納容器スプレイポンプ系統構成操作

●アニュラス排気ファン起動操作

●中央制御室換気空調系起動操作

●高圧再循環切替操作

（中央制御室操作）

※上記要員数は，４時間までの作業の最大要員数である。その他，関係各所へ連絡を行う連絡責任者等４名を確保する。

※各操作及び作業における所要時間は，現場への移動時間，作業環境，作業時間等を考慮した想定時間として記載する。

状況判断 運転員

２次系強制冷

却

運転員Ｄ，Ｅ，Ｆ

運転員Ｆ

電源確保作業

副当直長

運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対応要員

空冷式非常用発電装置か

らの給電により，蓄圧タ

ンク出口弁閉止操作を70

分までに開始することが

できる。

－

中央制御室

操作

２

【１】

代替格納容器

スプレイポン

プ準備

充てんポンプ

（Ｂ，自己冷

却式）による

代替炉心注水

当直長

３

ＲＣＰシール

関係等隔離

経過時間（分） 経過時間（時間）

手順の内容

（下線は有効性評価上考慮する作業内容）

要員（名）

（作業に必要な要員数）

【　】は他作業後

移動してきた要員

１

１

１

方針決定・外部との連絡・プラント全体監視他

当直長補佐・操作指示・プラント監視他

運転員Ａ １

運転員Ｇ，Ｈ 【２】

備考

手順の概要

必　要　な　要　員　と　作　業　項　目

充てんポンプ（Ｂ，自己

冷却式）の起動について

は，準備完了次第開始す

る。

アニュラス排気ファンの

起動は有効性評価上考慮

せず

主蒸気逃がし弁の人力で

の開操作による蒸気発生

器を使用した２次系強制

冷却を30分までに開始す

ることができる。

●全交流動力電源喪失確認

●原子炉自動停止確認

●タービン動補助給水ポンプ起動・補助給水流量確認

●現場移動／主蒸気逃がし弁開・開度調整操作

運転員Ｇ，Ｈ

緊急時対応要員

運転員Ｂ

４

起動は有効性評価上考慮

せず

運転員Ｂ，Ｃ 【２】

【１】

10 20 30 40 50 60０

事象発生

70 80 90 100 ２

「１次冷却材ポンプ

電源電圧低」原子炉

トリップ

30分 ２次系強制冷却開始

約52分 １次系圧力約1.7MPa[gage](１次系温度208℃)到達

70分 蓄圧タンク隔離操作完了

プラント状況判断
全交流動力電源喪失判断

20分

10分

55分

40分

80分 ２次系強制冷却再開

適宜実施

約2.2時間 １次系圧力0.7MPa[gage]到達

４ ６ ８ 10 12 50

35分

適宜実施

４時間後からは構外の要員が発電所に参集

約51時間
高圧再循環切替

約４時間 原子炉安定停止状態到達

約38分 蓄圧注入系作動

25分

適宜確認

20分

適宜実施

５分

５分

５分

５分

５分

実施後，格納容器再循環ユニット（Ａ及びＢ）通水

及び高圧注入ポンプ（Ｂ，海水冷却）冷却水通水

系統構成へ１名移動

：有効性評価上考慮する作業 ：有効性評価上考慮しない作業

５分

実施後

１名移動

実施後，海水系から原子炉補機冷却水系

へのディスタンスピース取付へ４名移動

20分

実施後

２名移動

実施後

１名移動

実施後，格納容器再循環ユニット（Ａ及びＢ）通水

及び高圧注入ポンプ（Ｂ，海水冷却）冷却水通水

系統構成へ２名移動

実施後

２名移動

25分

25分

５分

作業と所要時間（全交流動力電源の喪失）（１／２）



有効性評価（全交流動力電源の喪失）における作業と所要時間について（２／２）
【補足説明資料】

10
作業と所要時間（全交流動力電源の喪失）（２／２）

●アクセスルート確保作業

●燃料補給移送ライン確保作業

●中型ポンプ車燃料補給準備作業 （EL.32m）

●中型ポンプ車燃料補給準備作業（EL.32m,10m）

●燃料の移送作業(EL.32m,10m）

●中型ポンプ車への移動

●中型ポンプ車への燃料補給作業

●空冷式非常用発電装置燃料補給準備作業（EL.84m,44m,38m）

●燃料の移送作業(EL.84m,38m）

●空冷式非常用発電装置への移動

●空冷式非常用発電装置への燃料補給作業

●補助給水タンクへの補給操作

●保管場所へ移動・機材運搬作業

●中型ポンプ車準備作業（２台配備）

●ホース敷設作業

●中型ポンプ車起動操作

●冷却水供給操作

●海水系から原子炉補機冷却水系へ

　のディスタンスピース取付操作

●格納容器再循環ユニット（Ａ及びＢ）通水及び高圧

　注入ポンプ（Ｂ，海水冷却）冷却水通水系統構成操作

●可搬型温度計測装置（格納容器

　再循環ユニット入口／出口用）取付操作

●ホース敷設作業（EL.32m-10m間，建屋内）

●ホース敷設作業（屋外，屋外－建屋間）

●使用済燃料ピットへの注水操作

●アニュラス空気再循環系弁作動用窒素ボンベの接続

　及び空気供給操作

●アニュラス空気再循環系統構成操作

●中央制御室換気空調系ダンパ治具取付操作

●海水取水用水中ポンプ設置作業

●海水取水用水中ポンプ系統構成操作

※上記要員数は，４時間までの作業の最大要員数である。その他，関係各所へ連絡を行う連絡責任者等４名を確保する。

※各操作及び作業における所要時間は，現場への移動時間，作業環境，作業時間等を考慮した想定時間として記載する。

緊急時対応要員

●中型ポンプ車準備作業

事象発生３時間後から緊

急時対応要員にて燃料補

給準備作業を行い，４時

間後以降は参集要員にて

燃料補給準備作業及び燃

料補給作業を行う

燃料補給

●保管場所への移動,機材運搬作業

緊急時対応要員

参集要員

【３】

緊急時対応要員 ６

アクセスルート復旧を考

慮

アクセスルート復旧を考

慮

補助給水タン

クへの補給

【４】

運転員Ｇ，Ｈ 【２】

緊急時対応要員

アニュラス排

気ファン起動

準備

中央制御室換

気空調系復旧

原子炉補機冷

却機能復旧

【１】

【１】

運転員Ｃ，Ｇ，Ｈ

運転員Ｇ

－参集要員

運転員Ｃ

起動は有効性評価上考慮

せず

起動は有効性評価上考慮

せず

アクセスルート復旧を考

慮

【３】

参集要員

【２】運転員Ｇ，Ｈ

－

必　要　な　要　員　と　作　業　項　目 備考

手順の概要

要員（名）

（作業に必要な要員数）

【　】は他作業後

移動してきた要員

経過時間（時間）

●系統構成操作

格納容器再循

環ユニット

（Ａ及びＢ）

海水通水及び

高圧注入ポン

プ（Ｂ，海水

冷却）冷却水

通水

約150分で中型ポンプ取水

準備作業が可能

約195分で軽油及び重油移

送配管使用可能

２

●中型ポンプ車起動操作

●ホース敷設作業

運転員Ｃ，Ｇ，Ｈ 【３】

参集要員 －

緊急時対応要員 【６】

アクセスルー

ト確保

経過時間（分）

－

手順の内容

（下線は有効性評価上考慮する作業内容）

【６】

使用済燃料ピ

ットへの注水

５分

適宜実施

適宜実施

10 30 60 90 120 1500

事象発生

180 210 240

「１次冷却材ポンプ

電源電圧低」原子炉

トリップ

プラント状況判断
全交流動力電源喪失判断

30

45分

70分

30分

20分

５分

準備出来次第実施

約11時間
補助給水タンク枯渇

５分

４時間後からは構外の要員が発電所に参集

55分

40分

：有効性評価上考慮する作業 ：有効性評価上考慮しない作業

適宜実施

充てんポンプ（Ｂ，自己冷却式）
系統構成実施後１名移動

150分

15分

30分

代替格納容器スプレイポンプ
系統構成実施後２名移動

30分

25分

10

適宜温度確認

45分

60分

60分

適宜実施

85分

適宜実施

50分

60分

15分

15分

15分

45分

実施後
６名移動

実施後

６名移動

実施後

１名移動

実施後

１名移動

実施後
１名移動

実施後
１名移動

実施後
２名移動

充てんポンプ（Ｂ，自己冷却式）
ディスタンスピース取付実施後４名移動

330 450420 480360 390270 300

55分

95分

40分
実施後

１名移動

実施後
２名移動

実施後
３名移動

20分

実施後，格納容器再循環ユニット（Ａ及びＢ）通水

及び高圧注入ポンプ（Ｂ，海水冷却）冷却水通水

系統構成後半へ移動

海水取水用水中
ポンプ系統構成

操作実施後移動

40分

30分



重大事故等対応時の初期体制等の変更について
【補足説明資料】
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○重大事故等対応時の初期体制などについて原子力安全専門部会（平成２６年１月２８日）でご説明後、より
確実な初動対応を図るため、連絡当番者を１名から２名に変更する等の変更を行っている。変更後の資料を
以下に示す。

運
転
員

緊
急
時
対
応
要
員

（1,2u ６名）

水源確保班 ６名

ｱｸｾｽﾙｰﾄ確保班 ２名

電源確保班 ４名

配管接続班 ６名

連絡責任者 １名

連絡当番者 ２名

放管当番者 １名

3u １０名

通報連絡（原子力防災管理者等）、
要員召集

本部長：原子力防災管理者（発電所長または代行者）

総務班：救助・医療に関する措置の実施、資機材の調達および輸送

報道班：発生した事象に関する広報

情報連絡班：情報の整理および連絡調整

運転班：原子力災害の発生または拡大の防止のための措置の実施

調査復旧班：施設または設備の整備および点検ならびに応急の復旧

技術支援班：発電所内外の放射線・放射能の状況把握、被ばく管理、汚染管理等

総括：本部内における活動のとりまとめ

災害対策本部立上げ
（本部長１名、本部員９名）

原子炉
トリップ

トリップ
連絡

原子力災害
発生

水源確保班：当直長指示により活動

電源確保班：当直長指示により活動

配管接続班：当直長指示により活動

（1,2u ６名）

3u １０名 （内規に基づき対応）

自宅待機者
（５名）到着

参集要員が必要に応じて応援
（災害対策本部設置後は、本部（調査復旧班）の指示により活動）

初動対応体制 発電所災害対策本部体制

ｱｸｾｽﾙｰﾄ確保班：当直長指示により活動

原子力災害
発生連絡

作
業
指
示

参集要員到着

（災害発生後、約４時間以内） （以降、順次要員が参集）

：実施組織

：支援組織

凡例

自宅待機者到着から参集要員到
着の間は、災害対策活動の指揮
を当直長から本部長へ引き継ぐ
期間（移行期間）

発電用原子炉主任技術者に状況連絡

状
況
連
絡



ポンプ、
計測器等へ

原子炉自動停止
失敗時の

影響緩和装置

自動起動信号

放射性物質の拡散抑制対策

格納容器破損防止対策

計測器等へ

原子炉格納容器

格納容器
ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

格納容器
スプレイ
ポンプ

余熱除去
ポンプ

燃料取替
用水タンク

格納容器スプレイ

蒸気発生器

原子炉
容 器

１次冷却材
ポンプ

主給水ポンプ

主給水制御弁

制御棒駆動装置

ﾀｰﾋﾞﾝ動補助
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

主蒸気隔離弁

加圧器
主蒸気逃がし弁

大気へ

・タービン
・復水器へ

・タービン
・復水器より

電動補助
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

※１ ※２

海水ポンプ

海水ピット

原子炉補機
冷却水ポンプ

放水口

蒸気発生器
代替注水ポンプ

海水取水用
水中ポンプ

余熱除去
冷却器

※１ ※２

変圧器

遮断器

蓄電池(非常用)

蓄電池

蓄電池

既設ディーゼル発電機
　　　　　　　　　　　（水冷式）

遮断器

開閉設備

アニュラス排気設備

排気筒へ

非常用給電設備

ホイールローダ

開閉設備 変圧器

フィルタ付
ベント設備

大型放水砲

格納容器
再循環ユニット

充てん
ポンプ

M

充てんポンプ
自己冷却

M

補助給水
タンク

炉心損傷防止対策

原子炉補機
冷却水冷却器

※３

※３

格納容器破損時の
放射性物質放出抑制

中型ポンプ車

トリップ信号

自動閉信号

蓄電池
（重大事故等対処用）

代替格納容器
スプレイポンプ

代替再循環
配管

アニュラス
水素濃度(AM)
計測装置

加圧器
逃がしタンク

加圧器
逃がし弁

原子炉補機冷却水
サージタンク

窒素供給ライン

窒素ボンベ

M

高圧注入
ポンプ

加圧ポンプ車

使用済燃料ピット

使用済燃料

大型放水砲

使用済燃料ピット内
燃料破損時の
放射性物質放出抑制

中型ポンプ車

海水

原子炉補機冷却
海水供給配管

補助給水タンク
補給配管

海水ピット堰

津波監視設備
・水位計
・監視カメラ

モニタリング設備
・可搬型代替モニタ
・可搬型放射線計測器等

号機間電源融通ライン

使用済燃料ピット
への注水

電源の確保対策

重大事故防止等に万全を期す対策

燃料取替用水
補給配管

※４

※４

窒素ボンベ
アニュラス排気系
空気作動弁用

自主対応設備

将来設置予定

自動起動信号

配電線

連通口
連通管

可搬型温度
計測装置

窒素ボンベ 加圧器逃がし弁用
可搬型蓄電池

代替淡水源

手動操作

格納容器再循環
ユニット海水放出配管

格納容器監視計器
・格納容器圧力計
・原子炉下部キャビティ水位計
・格納容器水位計 等

イグナイタ
(作動温度計測装置付)

静的触媒式
水素再結合装置

(作動温度計測装置付)

・放射性物質吸着剤
・シルトフェンス
・テントシート
・小型船舶

放射性物質の拡散抑制

ポンプ車による
蒸気発生器注水

格納容器スプレイ
ポンプ自己冷却

燃料設備
・軽油タンク
・重油タンク
・ミニローリ－
・軽油移送配管
・重油移送配管

ディーゼル発電機、
空冷式非常用発電装置、
電源車、ポンプ車等へ

・格納容器水素濃度計測装置
・可搬型代替冷却水ポンプ
・代替格納容器雰囲気ガス
サンプリング圧縮機

・窒素ボンベ
格納容器ガスサンプリング
ライン空気作動弁用

※１ ※２

屋外へ

恒設非常用発電機
（空冷式）

・使用済燃料ピット計測計(水位,温度)
・使用済燃料ピット監視カメラ
・可搬型使用済燃料ピットエリアモニタ

開閉設備

500ｋV

中継盤

空冷式非常用
発電装置

可搬式電源車

変圧器

使用済燃料破損防止対策

小型放水砲

加圧ポンプ車

187kV，66kV

予備変圧器３号

制御用空気圧縮機
冷却用海水放出配管

浸水防止設備
(水密扉等)

大型放水砲

航空機燃料火災への泡消火

フィルタ

加圧器
逃がし弁用

高圧注入ポンプ
海水冷却

代替炉心
注水配管

代替格納容器
スプレイ配管

海水ピットポンプ室防護壁

高圧注入ポンプ
冷却用海水放出配管

原子炉補機
冷却水サージ

タンク用

泡混合器

中型ポンプ車

※５

※５

※５

※６

※８

※８

大型ポンプ車

※７

※７

※７

可搬式電源車
(直流電源)

計測器等へ
ポンプ、
計測器等へ

F

格納容器スプレイ
積算計

※７

通信連絡設備
・通信連絡設備（発電所内）
・通信連絡設備（発電所外）

火災防護設備

中央制御室
・手摺
・酸素濃度計
・二酸化炭素濃度計
・可搬型計測器
・安全パラメータ表示
システム

・津波監視設備

照明設備
・無停電運転保安灯
・可搬型照明

格納容器スプレイ
系統弁（追設）

緊急時対策所
(空調設備も含む)
・緊急時対策所加圧装置
・緊急時対策所空気
浄化ファン

・緊急時対策所空気
浄化フィルタユニット

・酸素濃度計
・二酸化炭素濃度計
・安全パラメータ表示
システム

・ＳＰＤＳ表示端末
・緊急時対策所用発電機
・緊急時対策所エリアモニタ

※６

溢水対策設備
(堰等)

F

代替格納容器スプレイ
ライン積算流量計

代替電気設備
受電盤

代替動力
変圧器 ポンプ、

計測器等へ

ﾀｰﾋﾞﾝ動補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟ
手動起動

【補足説明資料】
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